
３板都都第 106 号の３ 

 

 

東京都板橋区都市計画審議会 

 

 

 

生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の２第３項の規定に基づき、

下記の事項について意見を伺う。 

 

 

令和３年９月 28 日 

 

 

東京都板橋区長  坂 本  健 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

記 

 

 

特定生産緑地の指定について 

 

 

 

理由  申出基準日が近く到来することとなる生産緑地地区のうち、当該生

産緑地地区に係る農地等利害関係人の同意が得られた１１件の生産

緑地地区を、生産緑地法第 10 条の２第１項に基づく特定生産緑地と

して指定することについて、意見を伺うものである。 
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